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(57)【要約】
【課題】　温度が急激に上昇した場合等の熱衝撃であっ
てもクラックが発生しにくいハニカム構造体を提供する
こと。
【解決手段】　多数のセルがセル壁を隔てて長手方向に
並設された多孔質の炭化ケイ素質ハニカム焼成体を含ん
で構成されたハニカム構造体であって、前記炭化ケイ素
質ハニカム焼成体の表面にはケイ素を含む酸化物層が形
成されており、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）を用いて測
定した前記酸化物層の厚さは、５～１００ｎｍであるハ
ニカム構造体。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
多数のセルがセル壁を隔てて長手方向に並設された多孔質の炭化ケイ素質ハニカム焼成体
を含んで構成されたハニカム構造体であって、
前記炭化ケイ素質ハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子の表面にはケイ素を含む酸化
物層が形成されており、
Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）を用いて測定した前記酸化物層の厚さは、５～１００ｎｍで
あることを特徴とするハニカム構造体。
【請求項２】
所定の時間、１５００℃以上の温度に晒される請求項１に記載のハニカム構造体。
【請求項３】
前記炭化ケイ素質ハニカム焼成体の一方の端面近傍の酸化物層の厚さから他方の端面近傍
酸化物層の厚さを引いた値が、一方の端面近傍又は他方の端面近傍の酸化物層の厚さを基
準としてその０．５～２倍である請求項１又は２に記載のハニカム構造体。
【請求項４】
前記ハニカム構造体は、１個の前記炭化ケイ素質ハニカム焼成体からなる請求項１～３の
いずれかに記載のハニカム構造体。
【請求項５】
前記ハニカム構造体は、前記炭化ケイ素質ハニカム焼成体が接着材層を介して複数個結束
されたセラミックブロックを含む請求項１～３のいずれかに記載のハニカム構造体。
【請求項６】
前記セルのそれぞれ一方の端部は、交互に封止されている請求項１～５のいずれかに記載
のハニカム構造体。
【請求項７】
前記１個の前記炭化ケイ素質ハニカム焼成体又は前記セラミックブロックの外周面には、
外周コート層が形成されている請求項４～６のいずれかに記載のハニカム構造体。
【請求項８】
前記ハニカム構造体は、
ディーゼルエンジンより排出されたパティキュレートマターを濾過することにより排ガス
を浄化する排ガス浄化装置に用いられ、
前記ハニカム構造体には、燃焼を助ける触媒が含まれたパティキュレートが蓄積され、堆
積したパティキュレートマターを燃焼させて除去する方式の排ガス浄化装置に用いられる
請求項１～７のいずれかに記載のハニカム構造体。
【請求項９】
排ガス入口及び排ガス出口を備えた金属容器と、
前記金属容器内に収容されたハニカム構造体と、
前記金属容器及び前記ハニカム構造体との間に介在する保持シール材とを備えた排ガス浄
化装置であって、
前記ハニカム構造体は、請求項１～８のいずれかに記載のハニカム構造体であることを特
徴とする排ガス浄化装置。
【請求項１０】
前記排ガス浄化装置は、前記ハニカム構造体に堆積したパティキュレートマターを燃焼さ
せて除去する方式の排ガス浄化装置である請求項９に記載の排ガス浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ハニカム構造体及び排ガス浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
バス、トラック等の車両又は建設機械等の内燃機関から排出される排ガス中に含有される
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スス等のパティキュレート（以下、ＰＭともいう）及びその他の有害成分が環境及び人体
に害を及ぼすことが最近問題となっている。そこで、排ガス中のＰＭを捕集して排ガスを
浄化するハニカムフィルタとして、また、その内部に排ガスを通過させることにより排ガ
ス中の有害成分を浄化する触媒担体として、多孔質セラミックからなるハニカム構造体が
種々提案されている。
【０００３】
このようなハニカム構造体からなるハニカムフィルタとして、特許文献１には、多孔質炭
化ケイ素焼結体にシリカ膜（シリカ層）が形成されたものが開示されている。特許文献１
によれば、多孔質炭化ケイ素焼結体の孔部内面に強度増加用のシリカ膜が形成され、シリ
カ膜を含む多孔質炭化ケイ素焼結体の酸素濃度は、１～１０重量％であると記載されてい
る。
【０００４】
特許文献１に開示された従来のハニカムフィルタによれば、多孔質炭化ケイ素焼結体を、
空気雰囲気下、８００～１６００℃の温度で５～１００時間にわたって加熱処理を行い、
１～１０重量％の酸素濃度を有する酸化物層を形成することにより、加熱処理していない
ものと比較して、上記ハニカムフィルタの破壊強度が１．１１～１．５７倍に増加するこ
とが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２１８１６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１に開示された従来のハニカムフィルタを、ディーゼルエンジンを備えた車両等
の排ガス浄化装置用のフィルタとして使用した際には、使用中にハニカムフィルタにスス
を含むＰＭが捕集され、堆積する。
【０００７】
このハニカムフィルタに堆積したススは、排ガスの温度を上昇させることにより、堆積し
たススが燃焼して、除去される。ススが燃焼する際にハニカムフィルタの温度が急激に上
昇するため、熱衝撃によりハニカムフィルタの内部に大きな熱応力が発生する。特に、ス
スがフィルタ全体に多量に堆積した場合、又は、ススがフィルタに局部的に堆積した場合
等には、ススが燃焼する際にススの異常発熱が発生し、排気ガスフィルタの温度が、例え
ば、１５００℃以上となる。そのため、排気ガスフィルタの内部により大きな熱応力が発
生し、ハニカムフィルタにクラック等が発生し易くなるという問題がある。
【０００８】
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、ハニカム構造体の温度が急激
に上昇した場合等のハニカム構造体に熱衝撃が発生した場合であってもクラックが発生し
にくいハニカム構造体及び本発明のハニカム構造体を使用した排ガス浄化装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
請求項１に記載のハニカム構造体は、多数のセルがセル壁を隔てて長手方向に並設された
多孔質の炭化ケイ素質ハニカム焼成体を含んで構成されたハニカム構造体であって、上記
炭化ケイ素質ハニカム焼成体の表面にはケイ素を含む酸化物層が形成されており、Ｘ線光
電子分光法（ＸＰＳ）を用いて測定した前記酸化物層の厚さは、５～１００ｎｍであるこ
とを特徴とする。
【００１０】
請求項１に記載のハニカム構造体によると、ハニカム焼成体の表面に形成された酸化物層
の厚さが５～１００ｎｍに制御されているため、ハニカム焼成体の骨材（酸化物層を除い
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たハニカム焼成体）の厚さに対するハニカム焼成体表面に形成された酸化物の厚さの比を
小さく保つことができる。従って、ハニカム構造体に堆積したススを燃焼させた時に、ハ
ニカム焼成体の骨材（酸化物層を除いたハニカム焼成体）である炭化ケイ素とその表面に
成形された酸化物層との熱膨張率の差に起因する応力が大きくならず、ハニカム構造体に
クラックが発生しにくい。
【００１１】
なお、本発明において、炭化ケイ素質焼成体とは、炭化ケイ素が６０重量％以上の焼成体
をいうものとする。上記炭化ケイ素質焼成体は、炭化ケイ素以外の材料を含んでいてもよ
く、炭化ケイ素以外の材料として、例えば、４０重量％以下の金属ケイ素を含んでいても
よい。炭化ケイ素焼成体が金属ケイ素を含む場合には、金属ケイ素の表面にも、ケイ素を
含む酸化物層が形成されることになる。
【００１２】
ハニカム焼成体の表面に形成された酸化物層の厚さが５ｎｍ未満であると、酸化物層の厚
さが薄すぎるため、酸化物層を有する炭化ケイ素粒子以外のその内部に存在する炭化ケイ
素が酸化され易くなり、炭化ケイ素の酸化によりＳｉＯが発生し易くなる。発生したＳｉ
Ｏは融点が低いために気化し、酸化物層を有する炭化ケイ素粒子以外のその内部に存在す
る炭化ケイ素が侵食され、ハニカム構造体にクラックが発生し易くなって耐熱衝撃性が劣
化すると推察される。一方、ハニカム焼成体の表面に形成された酸化物層の厚さが１００
ｎｍを超えると、ハニカム焼成体の骨材（酸化物層を除いたハニカム焼成体）である炭化
ケイ素とその表面に成形された酸化物層との熱膨張率の差に起因する応力が大きくなり、
ハニカム構造体にクラックが発生し易くなると推察される。
【００１３】
請求項２に記載のハニカム構造体は、所定の時間、１５００℃以上の温度に晒される。す
なわち、上記ハニカム構造体は、例えば、ＰＭが堆積した際には、ＰＭを燃焼させること
によりＰＭを燃焼、除去する方式の排ガス浄化装置に用いられる。この場合には、ＰＭが
多いと、１５００℃以上の温度に晒されることになる。この場合であっても、ハニカム焼
成体の骨材（酸化物層を除いたハニカム焼成体）である炭化ケイ素とその表面に形成され
た酸化物層との温度差及び熱膨張率の差に起因する応力が大きくならず、ハニカム構造体
にクラックが発生しにくい。
【００１４】
請求項３に記載のハニカム構造体では、炭化ケイ素質ハニカム焼成体の一方の端面近傍の
酸化物層の厚さから他方の端面近傍の酸化物層の厚さを引いた値が、一方の端面近傍又は
他方の端面近傍の酸化物層の厚さを基準としてその０．５～２倍である。
酸化物層の厚さをハニカム構造体の一方の端面近傍及び他方の端面近傍で規定したのは、
ハニカム構造体をフィルタ又は触媒担体として使用した際に、例えば、一方の端面近傍が
排ガスが流入する入口側の部分となるとともに、他方の端面近傍が排ガス出口側となり、
排ガスの入口側となるか、排ガスの出口側となるかで、ハニカム構造体の温度に大きな差
が発生し、酸化のされかたも異なるからである。なお、端面近傍とは、端面から２０ｍｍ
までの領域のことをいうこととする。
【００１５】
請求項３に記載のハニカム構造体では、炭化ケイ素質ハニカム焼成体の一方の端面近傍と
他方の端面近傍の酸化物層の厚さの差を、上述のように、０．５～２倍に抑えているので
、フィルタや触媒担体として使用した際、再生時等に発生する熱膨張差に起因する応力が
より小さくなり、炭化ケイ素質ハニカム焼成体にクラックがより入りにくくなる。
【００１６】
請求項４に記載のハニカム構造体は、１個の上記炭化ケイ素質ハニカム焼成体からなるハ
ニカム構造体（以下、一体型ハニカム構造体ともいう）であり、請求項５に記載の炭化ケ
イ素質ハニカム焼成体は、接着材層を介して複数個結束されたセラミックブロックを含む
ハニカム構造体（以下、集合型ハニカム構造体ともいう）である。
請求項６に記載のハニカム構造体は、セルのそれぞれ一方の端部は、交互に封止されてい
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る。また、請求項７に記載のハニカム構造体は、１個の上記炭化ケイ素質ハニカム焼成体
又は上記セラミックブロックの外周面には、外周コート層が形成されている。
【００１７】
請求項８に記載のハニカム構造体は、ディーゼルエンジンより排出されたパティキュレー
トマターを濾過することにより排ガスを浄化する排ガス浄化装置に用いられ、上記ハニカ
ム構造体には、燃焼を助ける触媒が含まれたパティキュレートが蓄積され、堆積したパテ
ィキュレートマターを燃焼させて除去する方式の排ガス浄化装置に用いられる。
【００１８】
請求項８に記載のハニカム構造体が用いられる排ガス浄化装置は、ハニカム構造体に堆積
したＰＭを加熱することにより燃焼させて除去する方式の排ガス浄化装置であるが、大量
にＰＭを燃焼させるので、ハニカム構造体の温度が急激に上昇するため、ハニカム構造体
に熱衝撃が発生する。しかしながら、請求項８に記載のハニカム構造体は、ハニカム焼成
体の表面に形成された酸化物層の厚さが５～１００ｎｍに制御されているため、ハニカム
構造体に堆積したススを燃焼させた時に、ハニカム焼成体の骨材（酸化物層を除いたハニ
カム焼成体）である炭化ケイ素とその表面に成形された酸化物層との熱膨張率の差に起因
する応力が大きくならず、ハニカム構造体にクラックが発生しにくい。
【００１９】
請求項９に記載の排ガス浄化装置は、排ガス入口及び排ガス出口を備えた金属容器と、上
記金属容器内に収容されたハニカム構造体と、上記金属容器及び上記ハニカム構造体との
間に介在する保持シール材とを備えた排ガス浄化装置であって、本発明のハニカム構造体
は、請求項１～８に記載のハニカム構造体であるので、ハニカム焼成体の骨材（酸化物層
を除いたハニカム焼成体）である炭化ケイ素とハニカム焼成体の表面に成形された酸化物
層との温度差や熱膨張率の差に起因する応力が余り大きくならず、ハニカム構造体にクラ
ックが発生しにくい。
【００２０】
請求項１０に記載の排ガス浄化装置は、ハニカム構造体に堆積したパティキュレートマタ
ーを燃焼させて除去する方式の排ガス浄化装置である。
請求項１０に記載の排ガス浄化装置では、ハニカム焼成体に堆積したＰＭを燃焼させるの
で、ハニカム構造体の温度が急激に上昇する。このため、ハニカム構造体に熱衝撃が発生
する。しかしながら、請求項１０に記載の排ガス浄化装置では、ハニカム構造体は、本発
明の請求項１～８のいずれかに記載のハニカム構造体であるので、ハニカム構造体に堆積
したススを燃焼させた時に、ハニカム焼成体の骨材（酸化物層を除いたハニカム焼成体）
である炭化ケイ素とその表面に成形された酸化物層との熱膨張率の差に起因する応力が大
きくならず、ハニカム構造体にクラックが発生しにくい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係わるハニカム構造体の一例を模式的に示す斜視図
である。
【図２】図２（ａ）は、本発明の実施形態に係わるハニカム構造体を構成するハニカム焼
成体の一例を模式的に示した斜視図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）に示すハニカム焼
成体のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係わるハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子同
士の結合状態を模式的に示した説明図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係わる排ガス浄化装置を模式的に示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
特許文献１に記載された従来のハニカムフィルタは、比較的厚い酸化物層が形成されてい
ると考えられる。また、ハニカムフィルタの表面に形成された二酸化ケイ素からなる酸化
物層の熱膨張率とハニカムフィルタの骨材（酸化物層を除いたハニカムフィルタ）である
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炭化ケイ素の熱膨張率とは異なる。そのため、骨材である炭化ケイ素とその表面に成形さ
れた二酸化ケイ素からなる酸化物層との熱膨張率の差に起因して、ハニカムフィルタにク
ラックが発生し易くなるという問題があると考えられる。
【００２３】
また、ハニカムフィルタの表面に形成された二酸化ケイ素からなる酸化物層の熱伝導率は
、ハニカムフィルタの骨材である炭化ケイ素に比べて低い。そのため、ハニカムフィルタ
表面の酸化物層の厚さが厚いと、放熱が不充分となって、ハニカムフィルタの骨材の温度
がさらに上昇し、排気ガスフィルタにより大きな熱応力が発生し易くなる。従って、ハニ
カムフィルタに、よりクラックが発生し易くなる。
【００２４】
本発明者らは、上記問題を解決するために鋭意検討した結果、ハニカム構造体の骨材粒子
の表面に形成された酸化物層の厚さを所定の範囲に制御することにより、骨材（酸化物層
を除いたハニカム構造体）である炭化ケイ素とその表面に成形された酸化物層との熱膨張
率の差に起因する応力を抑制することができ、ハニカム構造体にクラックが発生するのを
防止することができることを見出し、本発明を完成させた。
【００２５】
本発明におけるケイ素を含む酸化物層の厚さとは、ハニカム構造体を車等に搭載して使用
する前の酸化物層の厚さをいう。
【００２６】
このような用途にハニカム構造体が使用される際には熱に晒され、場合によっては、１５
００℃以上の温度に晒される場合もある。ハニカム構造体の使用時に形成される酸化物層
の厚さは、ハニカム構造体の排ガス流入側と排ガス流出側とで異なる。すなわち、一般的
には、ハニカム構造体の再生処理時には、燃焼熱と伝熱とにより、ハニカム構造体の排ガ
ス流出側が高温になる。
【００２７】
そのために、ハニカム構造体をフィルタ等として使用した際に形成される酸化物層は、排
ガス流入側が薄く、排ガス流出側が厚いというように、酸化物層の厚さをコントロールす
ることが困難である。
そのため、ハニカム構造体は、車等に搭載する段階で、より均一な酸化物層の厚さを有す
ることが望ましい。
【００２８】
また、特許文献１に記載されている従来のハニカム構造体に形成されている酸化物層の酸
素に換算した含有量が１～１０重量％であり、この酸素濃度（酸素含有量）から酸化物層
の厚さは、１００ｎｍを超える厚さであると推定される。
本発明における酸化物層の厚さは、５～１００ｎｍであり、特許文献１に記載された従来
のハニカム構造体とは、酸化物層の厚さが異なると考えられる。
【００２９】
（第一実施形態）
以下、本発明のハニカム構造体の一実施形態である第一実施形態について図面を参照しな
がら説明する。
図１は、本発明の実施形態に係わるハニカム構造体の一例を模式的に示す斜視図であり、
図２（ａ）は、本発明の実施形態に係わるハニカム構造体を構成するハニカム焼成体の一
例を模式的に示す斜視図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）に示すハニカム焼成体のＡ－
Ａ線断面図である。
【００３０】
図１に示すハニカム構造体１０は、多孔質の炭化ケイ素ハニカム焼成体からなり、図２（
ａ）及び図２（ｂ）に示すような形状のハニカム焼成体２０が接着材層１１を介して複数
個結束されてセラミックブロック１３を構成し、セラミックブロック１３の外周に外周コ
ート層１２が形成されている。
【００３１】
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図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すハニカム焼成体２０には、多数のセル２１がセル壁２３
を隔てて長手方向（図２（ａ）中、矢印ａの方向）に並設されており、セル２１のいずれ
かの端部が封止材２２によって封止されている。従って、一方の端面２５で開口したセル
２１に流入した排ガスＧは、必ずセル２１を隔てるセル壁２３を通過した後、他方の端面
２６で開口した他のセル２１から流出するようになっている。このようにして、セル壁２
３がＰＭ等を捕集するためのフィルタとして機能する。
なお、ハニカム焼成体及びハニカム構造体の表面のうち、セルが開口している面を端面と
いい、端面以外の面を側面という。
【００３２】
図３は、本発明の実施形態に係わるハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子同士の結合
状態を模式的に示す説明図である。
図３に示すように、ハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子３１は、互いにネック３１
ａを介して結合されており、その表面には、厚さが５～１００ｎｍのケイ素を含む酸化物
層３２（シリカ膜）が形成されている。
【００３３】
ハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子の表面に形成された酸化物層の厚さについては
、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）を用いて測定することができる。Ｘ線光電子分光法は、サ
ンプル表面にX線を照射し、生じる光電子のエネルギーをエネルギーアナライザーとよば
れる装置で測定する分析法である。Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）により、サンプルの構成
元素とその電子状態を分析することができる。また、Ｘ線光電子分析とイオンスパッタリ
ングを交互に繰り返すことにより、試料の深さ方向の組成の変化を知ることができる。
【００３４】
本発明の実施形態に係わるハニカム構造体においては、イオンスパッタリングにより一定
速度で表面を削り取りながら、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）によりその組成を分析するこ
とにより、酸化物層の深さ（厚み）を求めることができる。このような測定方法を用いた
測定結果に基づき、上記炭化ケイ素の表面には、厚さが５～１００ｎｍのケイ素を含む酸
化物層３２（シリカ膜）が形成されているとしている。
【００３５】
ハニカム焼成体の製造方法については、後で詳しく説明するが、炭化ケイ素粒子３１がネ
ック３１ａ等を介して結合したハニカム焼成体は、脱脂工程、焼成工程を経て製造される
。原料粒子の炭化ケイ素粒子の表面には、殆ど酸化物層は形成されていない。
【００３６】
すなわち、従来のハニカム構造体の製造方法においては、上記脱脂処理、焼成処理により
得られた炭化ケイ素焼成体では、炭化ケイ素粒子の表面には、５ｎｍ未満の厚さの酸化物
層しか形成されていないと考えられる。一方、特許文献１に記載の従来のハニカム構造体
のように、意識的に炭化ケイ素粒子の表面に酸化物層を形成した場合には、例えば、１０
０ｎｍを超えるような比較的厚い酸化物層が形成されていると考えられる。それに対して
本発明の実施形態のハニカム構造体では、炭化ケイ素粒子の表面に５～１００ｎｍと従来
と異なる厚さの酸化物層が形成されている。
酸化物層の厚さの下限は、５ｎｍが好ましく、２０ｎｍがより好ましく、３５ｎｍがさら
に好ましい。酸化物層の厚さの上限は、１００ｎｍが好ましく、９０ｎｍがより好ましく
、７０ｎｍがさらに好ましい。
酸化物層は、８．０～９４．８ｎｍがより好ましい。また、重量増加率は、０．０６～０
．４９重量％が好ましい。酸化物層の厚さを一定の値となるように制御することができる
からである。
【００３７】
本発明の実施の形態に係わるハニカム構造体において、ハニカム焼成体の一方の端面近傍
の酸化物層の厚さから他方の端面近傍の酸化物層の厚さを引いた値が、一方の端面近傍又
は他方の端面近傍の酸化物層の厚さを基準としてその０．５～２倍であることが好ましい
。ハニカム焼成体の一方の端面近傍と他方の端面近傍の酸化物層の厚さの差を、０．５～
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２倍に抑えることにより、フィルタや触媒担体として使用した際、再生時等に発生する熱
膨張差に起因する応力がより小さくなり、ハニカム焼成体にクラックがより入りにくくな
る。
ハニカム焼成体の一方の端面近傍と他方の端面近傍の酸化物層の厚さの差は、０．５～１
．５倍が好ましく、より１．０に近いのがさらに好ましい。
【００３８】
本発明の実施の形態に係わるハニカム構造体を構成するハニカム焼成体の気孔率は、３０
～７０％であることが望ましい。
ハニカム焼成体の気孔率が３０～７０％であると、ハニカム焼成体の強度を維持すること
が可能であるとともに、排ガスがセル壁を通過する際の抵抗を低く保つことができるから
である。
【００３９】
これに対し、上記ハニカム焼成体の気孔率が３０％未満であると、排ガスがセル壁を通過
しにくくなり、早期に目詰まりを起こし易くなる。一方、上記ハニカム焼成体の気孔率が
７０％を超えると、ハニカム焼成体の強度が低下して容易に破壊され易くなる。
【００４０】
ハニカム焼成体の平均気孔径は５～３０μｍであることが望ましい。
ハニカム焼成体で構成されるハニカム構造体をフィルタとして使用した場合、ハニカム焼
成体の平均気孔径が５μｍ未満であると、ハニカム構造体の圧力損失が高くなる。一方、
ハニカム焼成体の平均気孔径が３０μｍを超えると、ハニカム構造体のＰＭの捕集効率が
低くなる。
上記気孔率及び平均気孔径は、例えば、水銀圧入法により測定することができる。
【００４１】
上記ハニカム焼成体のセル壁の厚さは、特に限定されないが、０．１２～０．４０ｍｍが
望ましい。
ハニカム焼成体のセル壁の厚さが０．１２ｍｍ未満であると、ハニカム焼成体のハニカム
構造を支持するセル壁の厚さが薄くなり、ハニカム焼成体の強度を保つことができなくな
り、一方、上記セル壁の厚さが０．４０ｍｍを超えると、ハニカム構造体の圧力損失の上
昇を引き起こし易くなるからである。
【００４２】
また、上記ハニカム焼成体の長手方向に垂直な断面におけるセル密度は特に限定されない
が、望ましい下限は、３１．０個／ｃｍ２（２００個／ｉｎ２）、望ましい上限は、９３
．０個／ｃｍ２（６００個／ｉｎ２）、より望ましい下限は、３８．８個／ｃｍ２（２５
０個／ｉｎ２）、より望ましい上限は、７７．５個／ｃｍ２（５００個／ｉｎ２）である
。
【００４３】
次に、本発明の実施形態に係わるハニカム構造体の製造方法について説明する。
まず、セラミック粉末とバインダーとを含む原料ペーストを押出成形することによってハ
ニカム成形体を作製する成形工程を行う。
【００４４】
この場合、例えば、セラミック原料として平均粒子径の異なる炭化ケイ素粉末、有機バイ
ンダー、液状の可塑剤、潤滑剤及び水を混合することにより、ハニカム成形体製造用の原
料ペーストを調製する。
【００４５】
続いて、上記原料ペーストを押出成形機に投入する。
上記原料ペーストを押出成形機に投入すると、原料ペーストは押出成形により所定の連続
した形状のハニカム成形体となる。次いで、押出成形された連続するハニカム成形体を所
定の長さに切断する。
【００４６】
次いで、ハニカム成形体をマイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾燥機、真
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空乾燥機、凍結乾燥機等を用いて乾燥させる。
【００４７】
次に、ハニカム成形体の所定のセルに封止材となる封止材ペーストを充填して上記セルを
目封じする封止工程を行う。封止材ペーストとしては、上記原料ペーストを用いることが
できる。
なお、切断工程、乾燥工程、封止工程の条件は、従来からハニカム焼成体を作製する際に
用いられている条件を適用することができる。
【００４８】
次に、ハニカム成形体中の有機物を脱脂炉中で加熱、分解する脱脂工程を行う。
この脱脂工程では、ハニカム成形体を酸素含有雰囲気下、３００～６５０℃に加熱する。
この後、脱脂処理が施されたハニカム成形体を焼成炉に搬送し、非酸化性雰囲気の下、２
０００～２２００℃に加熱することによりハニカム成形体中の炭化ケイ素粒子を焼結させ
る焼成工程を行ってハニカム焼成体を作製する。以上の工程によって、炭化ケイ素焼結体
からなるハニカム焼成体を作製することができる。
【００４９】
そして、得られたハニカム焼成体の側面に、接着材層用ペーストを塗布して接着材層用ペ
ースト層を形成し、この接着材層用ペースト層を介して順次他のハニカム焼成体を積層す
る。この手順を繰り返して所定数のハニカム焼成体が接着材層用ペーストにより接着され
たハニカム焼成体の集合体を作製する。なお、接着材層用ペーストとしては、例えば、無
機バインダーと有機バインダーと無機繊維及び／又は無機粒子とからなるものを使用する
ことができる。
【００５０】
このハニカム焼成体の集合体を加熱して接着材層用ペースト層を乾燥、固化させて接着材
層とすることにより、セラミック集合体を作製するセラミック集合体作製工程を行う。さ
らに、セラミック集合体の側面をダイヤモンドカッター等を用いて切削加工して円柱状の
セラミックブロックを作製する外周加工工程を行う。
【００５１】
なお、ハニカム成形体を作製する際、組み合わせると所定の形状（例えば、円柱形状等）
となり、外周加工を必要としない種々の形状のハニカム成形体を作製し、それを焼成する
ことにより、種々の形状のハニカム焼成体を作製し、この後、それらのハニカム焼成体を
接着材層用ペーストを介して組み合わせることにより、セラミックブロックを作製する方
法をとることもできる。この場合には、外周加工工程が必要でなくなる。また、この場合
には、以下に記載する外周コート層形成工程も、必ずしも必要でない。
【００５２】
次いで、円柱状としたセラミックブロックの外周に、外周コート層用ペーストを塗布し、
乾燥、固化して外周コート層を形成する外周コート層形成工程を行う。
なお、上記外周コート層用ペーストを構成する材料としては、上記接着材層用ペーストと
同様の材料を用いることができる。上記外周コート層用ペーストは、接着材ペースト層用
ペーストと異なる材料を用いてもよい。
【００５３】
本発明の実施形態に係わるハニカム構造体の製造方法においては、焼成工程の後、セラミ
ック集合体作製工程の後、外周加工工程の後、又は、外周コート層形成工程の後のいずれ
かにおいて、酸化性雰囲気の下、７００～１１００℃で加熱処理する加熱処理工程を行っ
て、ハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子の表面に５～１００ｎｍの厚さの酸化物層
を形成する。
【００５４】
上記炭化ケイ素粒子の表面に酸化物層を形成する加熱処理条件に関し、７００℃で加熱処
理する際には、３時間以上加熱処理を行う方が好ましい。加熱処理温度が上昇するに従っ
て、加熱処理時間は短くてもよく、例えば、１０００℃では、少なくとも１時間、１１０
０℃では少なくとも３０分間加熱処理を行うことが好ましい。加熱処理時間が足りないと
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、酸化物層の厚さが５ｎｍ未満となる。なお、１１００℃で加熱する場合には、４時間以
下とすることがよい。１１００℃で加熱する場合４時間を超えると、酸化物層の厚さが１
００ｎｍを超えることとなる。しかし、上記条件で加熱することにより５～１００ｎｍの
厚さの酸化物層を形成することができる。
【００５５】
上述したように、本発明におけるケイ素を含む酸化物層の厚さとは、ハニカム構造体を車
等に搭載して使用する前の酸化物層の厚さをいう。
【００５６】
また、上記炭化ケイ素粒子の表面に酸化物層を形成する加熱処理時の酸素濃度は、５～２
１容量％が好ましい。酸素濃度が５容量％未満では、長時間の加熱が必要となり易く、コ
ストが高くなり易くなる。また、酸素濃度が約５容量％未満では、炭化ケイ素の表面の酸
化が不安定となり易く、所定の厚さの酸化物層を形成することが困難になる。一方、酸素
濃度が２１容量％を超えた場合には、加熱装置内に酸素を供給する必要があるためコスト
が高くなり易くなる。また、コスト面及び作業効率の面から考えると、空気を用いて酸化
物層を形成するのが好ましい。
【００５７】
上述したハニカム構造体に外周加工工程が必要ない場合には、セラミック集合体作製工程
の後、加熱処理工程を行って酸化物層を形成してもよい。
【００５８】
以上の工程によって、５～１００ｎｍの厚さの酸化物層を有するハニカム焼成体が接着材
層を介して複数個接着されてなるセラミックブロックの外周部に外周コート層が設けられ
た円柱形状のハニカム構造体を製造することができる。
【００５９】
本発明の実施形態に係わるハニカム構造体の製造方法における接着工程は、接着材層用ペ
ーストを各ハニカム焼成体の側面に塗布する方法以外に、例えば、作製するセラミックブ
ロック（又はハニカム焼成体の集合体）の形状と同形状の型枠内に各ハニカム焼成体を仮
固定した状態とし、接着材層用ペーストを各ハニカム焼成体間に注入する方法等によって
行ってもよい。
【００６０】
以下、本実施形態のハニカム構造体の作用効果について列挙する。
（１）本実施形態のハニカム構造体では、ハニカム焼成体を構成する炭化ケイ素粒子の表
面には、厚さが５～１００ｎｍの厚さのケイ素を含む酸化物層が形成されているので、ハ
ニカム焼成体の骨材（酸化物層の除くハニカム焼成体）の厚さに対するハニカム焼成体を
構成する粒子の表面に形成された酸化物の厚さの比を小さく保つことができる。従って、
ハニカム焼成体に堆積したススを燃焼させた時に、ハニカム焼成体の骨材（酸化物層の除
くハニカム焼成体）である炭化ケイ素とその表面に成形された酸化物層との熱膨張率の差
に起因する応力が大きくならず、ハニカム構造体にクラックが発生しにくい。
【００６１】
（２）本実施形態のハニカム構造体では、５～１００ｎｍの厚さの酸化物層が形成されて
いる。このように充分な厚さの酸化物層が形成されているため、ハニカム構造体が１５０
０℃以上の高温に晒された場合であっても、ハニカム構造体を構成するハニカム焼成体の
内部に存在する炭化ケイ素が酸化されにくいので、酸化物層の厚さが厚くなりにくく、安
定した特性を有するハニカム焼成体となる。
【実施例】
【００６２】
以下、本発明の第一実施形態のハニカム構造体をより具体的に開示した実施例を示すが、
本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。
【００６３】
（実施例１）
平均粒子径２２μｍを有する炭化ケイ素の粗粉末５２．８重量％と、平均粒子径０．５μ
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ｍの炭化ケイ素の微粉末２２．６重量％とを混合し、得られた混合物に対して、アクリル
樹脂２．１重量％、有機バインダー（メチルセルロース）４．６重量％、潤滑剤（日本油
脂社製　ユニルーブ）２．８重量％、グリセリン１．３重量％、及び、水１３．８重量％
を加えて混練して原料ペーストを得た。得られた原料ペーストを用いて、押出成形及び押
出成形体の切断を行い、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示した断面形状と同様の断面形状で
あってセルの封止がされていない生のハニカム成形体を作製した。マイクロ波乾燥機を用
いてこのハニカム成形体を乾燥した。
【００６４】
次に、乾燥後のハニカム成形体の所定のセルに封止材ペーストとして上記原料ペーストを
充填してセルの封止を行い、再び乾燥機を用いて乾燥させた。
【００６５】
乾燥したハニカム成形体を４００℃で脱脂し、常圧のアルゴン雰囲気下２２００℃、３時
間の条件で焼成を行うことにより、炭化ケイ素焼結体からなるハニカム焼成体を作製した
。ハニカム焼成体の気孔率は４５％、平均気孔径が１５μｍ、高さ３４．３ｍｍ×幅３４
．３ｍｍ×長さ１５０ｍｍ、セルの数（セル密度）が４６．５個／ｃｍ２、セル壁の厚さ
が０．２５ｍｍ（１０ｍｉｌ）であった。
そして、得られたハニカム焼成体に対し、空気雰囲気中、７００℃で３時間加熱処理を行
った。
【００６６】
平均繊維長２０μｍ、平均繊維径２μｍのアルミナファイバ３０重量％、平均粒子径０．
６μｍの炭化ケイ素粒子２１重量％、シリカゾル（固形分３０重量％）１５重量％、カル
ボキシメチルセルロース５．６重量％、及び、水２８．４重量％を含む耐熱性の接着材層
用ペーストを用いて、ハニカム焼成体を多数接着させ、ハニカム焼成体の集合体を作製し
た。
【００６７】
さらに、このハニカム焼成体の集合体を１２０℃で乾燥させてセラミック集合体とした後
、続いて、ダイヤモンドカッターを用いて切断することにより、円柱状のセラミックブロ
ックを作製した。
【００６８】
次に、外周コート層用ペーストとして、上記接着材層用ペーストを用いて、セラミックブ
ロックの外周部に厚さ０．２ｍｍの外周コート層用ペースト層を形成した。そして、この
外周コート層用ペースト層を１２０℃で乾燥して外周コート層を形成し、外周に外周コー
ト層が形成された直径１４３．８ｍｍ×長さ１５０ｍｍの円柱状のハニカム構造体を作製
した。
【００６９】
（実施例２～６）
ハニカム焼成体に、表１に示した温度、時間で加熱処理を行ったほかは、実施例１と同様
にしてハニカム構造体を作製した。実施例２～６の処理条件は、それぞれ、９００℃１０
時間、１０００℃３時間、１１００℃１時間、１１００℃３時間、１１００℃４時間であ
る。
【００７０】
（比較例１）
比較例１では、ハニカム焼成体を作製した後、加熱処理は行わず、そのほかは、実施例１
と同様にしてハニカム構造体を作製した。
【００７１】
（比較例２）
外周コート層を形成した後、表１に示した温度、時間（１１００℃、５時間）で加熱処理
を行ったほかは、実施例１と同様にしてハニカム構造体を作製した。
【００７２】
（評価方法）
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（１）Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）による酸化物層の厚さの測定
実施例１～６及び比較例１～２で作製した加熱処理工程を行ったハニカム焼成体（比較例
１は、加熱処理なし）の１つについて、ダイヤモンドカッターを用いて２０ｍｍ×２０ｍ
ｍ×０．２５ｍｍの板状のＸＰＳ測定用サンプルを作製した。そして、ＸＰＳ測定用サン
プルを用いてＸ線光電子分光法（ＸＰＳ）により、酸化物層の厚さを測定した。
【００７３】
ＸＰＳ装置としては、ＵＬＶＡＣ－ＰＨＩ社製のＱｕａｎｔｅｒａ　ＳＸＭを用い、Ｘ線
源としては、モノクロ化されたＡｌ－Ｋα線（Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｅｄ　Ａｌ－Ｋα
）を用いた。測定条件は、電圧：１５ｋＶ、出力：２５Ｗ、測定領域：１００μｍφとし
た。イオンスパッタ条件は、イオン種：Ａｒ＋、電圧：１ｋＶ（実施例１～４及び比較例
１）又は２ｋＶ（実施例５及び６並びに比較例２）、スパッタレート（ＳｉＯ２換算）：
１．５ｎｍ／ｍｉｎ（実施例１～４及び比較例１）又は５．４ｎｍ／ｍｉｎ（実施例５及
び６並びに比較例２）とした。
上記ＸＰＳ装置を用いて、実施例１～６及び比較例１、２の各ＸＰＳ測定用サンプルの定
性分析（ワイドスキャン）、及び、Ｃ、Ｏ、Ｓｉについての深さ方向分析を行った。深さ
方向分析の結果より、ＳｉＯ２プロファイルの最高強度と最低強度の中間となる強度の時
間と、各ＸＰＳ測定用サンプルのスパッタレート（ＳｉＯ２換算）から酸化物層の厚さを
算出した。
Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）による実施例１～６及び比較例１、２の酸化物層の厚さの測
定の結果を表１に示す。実施例１～６及び比較例１、２の酸化物層の厚さは、それぞれ、
８．０ｎｍ、２６．０ｎｍ、３６．０ｎｍ、４５．０ｎｍ、６４．４ｎｍ、９４．８ｎｍ
、≦４ｎｍ、１０８．５ｎｍであった。
【００７４】
（２）ハニカム構造体熱衝撃試験
実施例１～６及び比較例１、２でそれぞれ作製したハニカム構造体を用いて、触媒担体５
０及び排ガス浄化装置４０が図４に示すような２Ｌのコモンレール式ディーゼルエンジン
６０の排気管６２に接続された装置を組み上げた。そして、ハニカム構造体に堆積したＰ
Ｍの燃焼による熱衝撃試験を行った。そして、ハニカム構造体を構成する炭化ケイ素質ハ
ニカム焼成体にクラックが発生したか否かを目視及び顕微鏡で観察した。
【００７５】
具体的には、エンジンを回転数３０００ｍｉｎ－１、トルク５０Ｎｍで所定時間運転し、
１２ｇ／ＬのＰＭをハニカム構造体に捕集させた。その後、エンジンを回転数４０００ｍ
ｉｎ－１、フルロードにして、排ガスの温度を上昇させ、ハニカム構造体に堆積したＰＭ
を強制燃焼させ、ハニカム焼成体にクラックが発生したか否かを肉眼及び走査型電子顕微
鏡（ＳＥＭ）により観察した。実施例１～６及び比較例１、２の各実施例において、ハニ
カム構造体の到達した最高温度は、いずれも１５００℃を超えていた。また、実施例１～
６及び比較例１、２の実施例において、ディーゼルエンジンより排出された排ガスの水蒸
気量は、２容量％であった。
【００７６】
なお、ディーゼルエンジンの燃料中に触媒であるセリウム化合物が１０ｐｐｍ含まれるよ
うに、燃料にセリウム化合物を添加して、ハニカム構造体の熱衝撃試験（クラック評価）
を行った。その結果を表１に示す。実施例１～６は、クラックが発生しなかった。比較例
１、２では、クラックが発生した。
【００７７】
（３）重量増加率の測定
実施例１～６及び比較例２で作製したハニカム焼成体について、実施例１～６及び比較例
２と同様の条件で加熱処理を行い、加熱処理前後の重量を測定することにより、重量増加
率を求めた。ここで、重量増加率（％）は、下記の（１）式で表される。
重量増加率（％）＝（加熱処理後のハニカム焼成体の重量－加熱処理前のハニカム焼成体
の重量）×１００／加熱処理前のハニカム焼成体の重量・・・（１）
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その結果を表１に示す。実施例１～６及び比較例１、２の重量増加率は、それぞれ、０．
０６ｗｔ％、０．２０ｗｔ％、０．２５ｗｔ％、０．３０ｗｔ％、０．３３ｗｔ％、０．
４９ｗｔ％、０ｗｔ％、０．５６ｗｔ％であった。なお、ハニカム焼成体の加熱処理を行
わなかった比較例１については、重量増加率は、０ｗｔ％とした。
【００７８】
【表１】

【００７９】
表１に示すように、厚さ８．０～９４．８ｎｍの酸化物層が形成されたハニカム焼成体を
用いてハニカム構造体を作製した実施例１～６では、得られたハニカム構造体にＰＭを１
２ｇ／Ｌ堆積させ、ハニカム構造体が１５００℃を超える温度になるように燃焼させ、熱
衝撃を与えた場合であっても、ハニカム構造体にクラックは観察されなかった。これに対
し、比較例１のように加熱処理工程を行っていないもの（酸化物層の厚みを測定したとこ
ろ、４nｍ以下であった）、及び、比較例２のようにハニカム構造体を構成するハニカム
焼成体の酸化物層の厚さが１０８．５ｎｍと１００ｎｍを超えたものでは、上記のような
熱衝撃を与えることにより、ハニカム構造体にクラックが観察された。上記の結果から、
酸化物層の厚さは、５～１００ｎｍが好ましく、８．０～９４．８ｎｍがより好ましいと
考えられる。
【００８０】
（第二実施形態）
以下、本発明の一実施形態である第二実施形態に係わる排ガス浄化装置ついて図面を参照
しつつ説明する。
【００８１】
図４は、本発明の実施形態に係わる排ガス浄化装置を模式的に示す説明図である。
図４に示すように、本実施形態に係わる排ガス浄化装置４０は、排ガス入口４３及び排ガ
ス出口４４を備えた金属容器４１と、金属容器４１内に保持シール材４２を介して収容さ
れたハニカム構造体１０からなるハニカムフィルタとを備えている。ハニカムフィルタに
は、本発明の第一実施形態で説明したハニカム構造体１０が用いられている。
【００８２】
また、排ガス浄化装置４０より排気ガス入口側には、別の金属容器５１内に保持シール材
５２を介して酸化触媒を担持した触媒担体５０が収容されている。この触媒担体５０が収
容された金属容器５１は、ディーゼルエンジン６０の排気管６２に接続されており、酸化
触媒と排ガス浄化装置４０とにより、ディーゼルエンジン６０から排出された排気ガスの
浄化を行う。
【００８３】
このディーゼルエンジン６０は、図示していないが、コモンレール方式を採用しており、
また、燃料容器６１中の燃料６３には、触媒６４の添加が可能なように構成されている。
【００８４】
このような排ガス浄化装置４０、触媒担体５０及びディーゼルエンジン６０を備えた車両
においては、ハニカムフィルタに一定量のＰＭが堆積すると以下のような方法によりＰＭ
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を除去する。
【００８５】
まず、燃料６３にセリウム化合物等の触媒６４を添加し、ディーゼルエンジン６０から排
出された排ガス中に触媒６４が混合されるようにする。続いて、ポストインジェクション
により排ガスの温度を上昇させる。本実施形態では、排ガス浄化装置４０よりエンジン側
に酸化触媒を担持した触媒担体５０が配置されているので、温度の上昇した排ガスは、触
媒担体５０の内部を通るが、これにより未燃焼の燃料が燃焼し、ＨＣ及びＣＯを除去しな
がら、排ガスの温度をさらに上昇させることができる。
【００８６】
また、排ガス中には、触媒６４が混入されているため、ＰＭの燃焼開始温度が低下し、ハ
ニカムフィルタに堆積したＰＭが燃焼、除去される。
【００８７】
本実施形態で使用される保持シール材４２、５２は、ハニカム構造体１０及び触媒担体５
０を金属容器４１、５１内で保持、固定するとともに、使用中のハニカム構造体１０、触
媒担体５０を保温する断熱材として機能するマット状のものである。
【００８８】
以下、本実施形態の排ガス浄化装置の作用効果について列挙する。
（３）本実施形態の排ガス浄化装置は、燃料に触媒を添加してパティキュレートマターの
燃焼開始温度を低下させて、ハニカムフィルタに堆積したパティキュレートマターを燃焼
させて除去する方式の排ガス浄化装置として、好適に用いられる。その理由としては、以
下の理由が考えられる。
すなわち、このような方法で堆積したＰＭを除去する方式の排ガス浄化装置に、本発明の
実施形態のハニカム構造体を採用した場合には、ハニカム構造体にＰＭを大量に蓄積させ
ることができる。その場合には、ハニカムフィルタ（ハニカム構造体）が１５００℃以上
の温度となることもある。しかしながら、このようなハニカムフィルタ（ハニカム構造体
）の温度が１５００℃を超えた場合であっても、ハニカム構造体を構成する炭化ケイ素の
表面の酸化物層の厚さが５～１００ｎｍに制御されているため、ハニカム焼成体の骨材（
酸化物層の除くハニカム焼成体）である炭化ケイ素とその表面に成形された酸化物層との
熱膨張率の差に起因する応力が大きくならず、ハニカム構造体にクラックが発生しにくい
。
【００８９】
（その他の実施形態）
本発明のハニカム構造体の断面の形状は、円形に限定されるものでなく、例えば、楕円形
や、長円形、レーストラック形等であってもよい。
【００９０】
本発明に係わるハニカム構造体は、炭化ケイ素粒子が金属ケイ素粒子により結合された状
態のハニカム焼成体からなるものであってもよい。この場合、金属ケイ素の全体に対する
含有割合は、４０重量％以下であることが望ましい。本発明では、上記構成のハニカム焼
成体の表面に酸化物層を形成するために、加熱処理を行うが、この加熱処理により金属ケ
イ素の表面にも酸化物層が形成される。そのため、金属ケイ素の溶融温度を超えるような
温度に晒された場合においても、ハニカム焼成体の構造が崩れることはなく、上述した本
願発明の効果を奏する。
【００９１】
本発明の第一実施形態に係わるハニカム構造体は、炭化ケイ素ハニカム焼成体が接着材層
を介して複数個結束されたセラミックブロックの外周に外周コート層が形成されているが
、ハニカム構造体の構成は、上記構成に限定されない。
【００９２】
本発明のハニカム構造体は、１個の前記炭化ケイ素質ハニカム焼成体からなるものであっ
てよい。この場合にも、本発明の第一実施形態に係わるハニカム構造体と同様の効果を奏
する。
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【００９３】
本発明のハニカム構造体には、排ガスを浄化するための触媒（例えば、酸化物触媒）を担
持させてもよい。
【００９４】
触媒を担持させる場合には、担持させる触媒としては、例えば、白金、パラジウム、ロジ
ウム等の貴金属が望ましく、このなかでは、白金がより望ましい。また、その他の触媒と
して、例えば、カリウム、ナトリウム等のアルカリ金属、バリウム等のアルカリ土類金属
を用いることもできる。
【００９５】
さらに、ＣｅＯ２、ＺｒＯ２、ＦｅＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、ＣｕＯ、ＣｕＯ２、Ｍｎ２Ｏ３、
ＭｎＯ等の金属酸化物、組成式ＡｎＢ１－ｎＣＯ３（式中、ＡはＬａ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ
、Ｇｄ又はＹであり、Ｂはアルカリ金属又はアルカリ土類金属であり、ＣはＭｎ、Ｃｏ、
Ｆｅ又はＮｉであり、０≦ｎ≦１である）で表される複合酸化物等からなる酸化物触媒を
用いることもできる。
これらの触媒は、単独で用いてもよいし、２種以上併用してもよい。
【００９６】
また、触媒を担持させる場合には、触媒の高分散を目的として、ハニカム構造体のセル壁
に触媒担持層を形成してもよい。上記触媒担持層を形成する材料としては、比表面積が高
く触媒を高分散させて担持させることのできる材料であることが望ましく、例えば、アル
ミナ、チタニア、ジルコニア、シリカ等の酸化物セラミックが挙げられる。
これらの材料は、単独で使用してもよいし、２種以上併用してもよい。
【符号の説明】
【００９７】
１０　ハニカム構造体
１１　接着材層
１２　外周コート層
１３　セラミックブロック
２０　ハニカム焼成体
２１　セル
２２　封止材
２３　セル壁
３１　炭化ケイ素粒子
３１ａ　ネック
３２　酸化物層
４０　排ガス浄化装置
４１、５１　金属容器
４２、５２　保持シール材
４３　排ガス入口
４４　排ガス出口
５０　触媒担体
６０　ディーゼルエンジン
６１　燃料容器
６２　排気管
６３　燃料
６４　触媒
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